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県民や事業者、国、県、市町村等の取組により、廃棄物の排出量は減少傾向にありますが、本県の廃棄
物処理を取り巻く現状を見ると、一般廃棄物※、産業廃棄物共に、解決すべき課題があります。
一般廃棄物は、令和元年房総半島台風（2019年）等の災害や新型コロナウイルス感染症の拡大防止を
意識する生活様式の変化の影響等で一時的な増加があったものの、県民一人当たりの1日の家庭系ごみ排
出量は、減少傾向にあります。しかしながら、可燃ごみへの資源化可能物の混入、地域の自治会等が行う資
源回収の減少などの課題もあり、一層の減量・再資源化に向けた取組が必要です。特に、3Rの中でも環境
負荷の低減効果の高い2R（リデュース・リユース）の推進に向け、ライフサイクル全体で資源循環に取り組
むとともに、県民一人ひとりがライフスタイルを見直していく必要があります。
産業廃棄物は、事業者による排出抑制が進められ、排出量は減少傾向にありますが、高度経済成長期に
集中的に整備された公共インフラ等の老朽化が進んでおり、施設更新による排出量の増加が懸念されま
す。また、最終処分場の残存容量確保の観点からも、排出抑制、再資源化を促進し、最終処分量を減らす
必要があります。
特に、建設工事に伴い発生するアスファルト・コンクリート塊やコンクリート塊などの建設廃棄物の再資
源化や縮減に取り組むほか、県営水道及び工業用水道の浄水場で発生する浄水発生土や、流域下水道終
末処理場から発生する汚泥焼却灰については、現在セメント原料等として再資源化しており、今後も資源リ
サイクルを推進していく必要があります。
持続可能な循環型社会を構築するためには、従来の大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした仕組み
からの脱却が不可欠であり、令和6年（2024年）5月に策定された国の環境基本計画及び同計画を基本
として令和6年（2024年）8月に策定された「第五次循環型社会形成推進基本計画」において、循環経済
（サーキュラーエコノミー）への移行を加速化させる方向が示されたところです。また、S D G sの考え方

廃棄物の発生を削減するとともに、再使用やリサイクル等を
推進することで、従来の3Rに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、
ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を
生み出す循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を進め、

持続可能な循環型社会を構築します。
 また、産業廃棄物等の適正処理に向けた取組を推進します。

循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行
   VI－1－ ②

目標 Goal

現状と課題

環境研究センターが実施した公開講座の様子ホットスポット等調査事業の様子

環境情報チャンネル（グリーンカーテン）

コラムちば

固定的な性別役割分担意識・
無意識の思い込みの解消
　多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成のためには、男女のいずれ
もが活躍できる社会の実現が必要です。
　令和6年度（2024年度）に県が実施した調査の結果では、「男は仕事、女
は家庭」という考え方について、「反対」と回答した人の割合は47.3％に留
まり、未だに根強く残る固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（ア
ンコンシャス・バイアス）の解消をすることが課題となっています。

コラムちば

性的マイノリティの相談体制の充実
　性的マイノリティの方々は、周囲の誤解や偏見等によって日常生活で不安や悩みを
抱えることが少なくないため、こうした生きづらさを解消し、暮らしやすい環境を整
えていくことが必要です。
　県では、性的マイノリティに関する専門の窓口を設置しており、相談員が当事者の
方やその御家族等からの相談を電話やＬＩＮＥで受け付け、悩みや不安の解消に向け
た支援を行っています。

コラムちば

多文化共生の推進
　言語・文化・習慣等の違いにか
かわらず、全ての県民が地域社会
の一員として共に生きていく「多
文化共生」社会づくりの必要性が
高まっています。
　県では、外国人の生活上の困り
ごと等に対応する相談窓口を運営するほか、ご
みの捨て方や電車の乗り方等の生活ルールや、
日本で暮らしていく上で必要な各種手続きに関
する情報を多言語及びやさしい日本語で発信す
るなど、多文化共生社会づくりに向けた取組を
行っています。

コラムちば

熱中症対策
（クーリングシェルター及び涼み処）

　令和6年（2024年）4月に改正気候変動適応法が施行され、熱中症特別警戒アラート発表時に、危険
な暑さから避難できる場所として、「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」を市町村が指定し
ています。また、熱中症特別警戒アラートの発表状況によらず、クールシェアや休憩を目的に利用す
ることができる「涼み処」も設置していますので、是非ご利用ください。
　県内のクーリングシェルターや涼み処は、ちば情報マップからご覧いただけます。
【PC版】
https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/PositionSelect?mid=1212

コラムちば

コラムちば

食品ロスの削減
　「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨て
られてしまう食品のことです。千葉県内では年
間約24万トンが食品ロスになっていると推計さ
れています。（令和5年度〔2023年度〕推計）
　県では、購入後すぐに食べる場合に棚の手前
から商品を選ぶ「てまえどり」の呼びかけや
フードドライブの実施、食品ロス削減に取り組
む事業者や団体を登録する「ちば食品ロス削減
パートナー制度」など、県民や事業者と一緒に
食品ロスの削減に取り組んでいます。
ちば食品ロス削減エコスタイル：
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/

　ナガエツルノゲイトウやオオバナミ
ズキンバイなどの外来水生植物は、繁
殖力や再生力が非常に強く、定着する
と駆除が困難であることから、水質・
生態系などへの影響や農業被害などが
懸念されています。
　県では、繁茂状況の調査や水草刈取船を用いた駆除
のほか、最新の分布状況を把握するためのスマート
フォンアプリを使用した県民参加型の分布調査など、
様々な対策を実施しています。

ナガエツルノゲイトウの防除：　　　　　　　　　　
https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/seibutsu/
gairaishu/nagaenoboujyo.html

コラムちば

有害鳥獣対策の担い手確保

コラムちば

ちばの発酵ロゴマーク

　有害鳥獣対策の担い手を幅広く確保するため、千葉県有害鳥獣捕獲協力隊事業とし
て、狩猟免許を取得しているものの、捕獲経験の少ないペーパーハンターを対象に、
捕獲に関する体験を通じ実践的な技術を習得いただくコースや、一定の捕獲経験のあ
る方を対象に、わなの設置や獲物の捕獲等を主体的に行っていただくことを通じ捕獲従事者としての
独り立ちをサポートするコースを実施しています。
　また、県が抱える有害鳥獣の問題に共感いただける方は、支援隊員としてふるさと納税を通じて参
加することも可能です。

コラムちば

二地域居住の促進
　近年、転職や転居を伴わず、複数の生活拠点で自分に合ったライフスタイルを実現する
「二地域居住」への関心が高まっています。
　本県は、東京に隣接しながらも、三方を海に囲まれ、緑豊かな里山があるなど、自然
環境に恵まれており、多様なライフスタイルを実現することができることから、本県の
多様な魅力を戦略的に発信することで、二地域居住の促進に取り組んでいきます。
千葉県移住・二地域居住ポータルサイト「ちばらしい暮らし」     https://life-style.chiba.jp

コラムちば

千葉県誕生150周年記念事業
　明治6年（1873年）の誕生から150年を迎えたことを記念し、千葉県ならではの文
化資源や魅力の発信を通じて、千葉のブランド価値の創出・向上や地域活性化につなげ
るため、令和5年6月から令和6年6月までの1年間で様々な記念事業を実施しました。
　「県誕生から150年を振り返り、続いていく未来に思いを馳せる」をテーマに、記念式典や記念パ
レードなどを実施したほか、県内全市町村で、百年後芸術祭をはじめとした記念イベント等が展開さ
れ、約230万人の方が来場し、経済波及効果は約171億円となりました。　
　記念事業を通じて再認識された千葉の魅力や多様な主体による連携等の財産を未来に
引き継いでいくことで、引き続き千葉ブランドの創出・向上につなげていきます。
千葉県誕生150周年記念事業：https://www.pref.chiba.lg.jp/bunshin/kenminnohi/chiba150th.html

コラムちば

海業の推進
～千葉県海業推進基本構想の策定～

コラムちば

全国豊かな
海づくり大会
　「全国豊かな海づくり大会」は、漁業の振興
と発展を図ることを目的として、昭和56年度
(1981年度)から全国各地で開催されている注目
度の高い国民的行事です。
　本県では、平成4年度（1992年度）に勝浦市
で第12回大会を開催して以来、35年ぶり2回目
の開催となります。
　大会の行事として、功績団体の表彰等を行う
式典行事や稚魚の放流等を行う海上歓迎・放流
行事などが行われます。

　海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、国内外からの多
様なニーズに応えることで、地域のにぎわいや所得と雇用を生
み出す取組を「海業」と言います。
　県では、海業を推進するため、学識経験者や漁業代表者から
なる検討会での協議を踏まえ、県内4地域ごとの特色に合わせて
目指す姿を示した「千葉県海業推進基本構想」を令和7年
（2025年）5月に策定しました。

コラムちば

ちばコラボ大賞
　県内には、福祉や環境、子育て、まちづくり等の様々な分野で、市民活動団体や
企業、学校、地縁団体などが連携して、それぞれの特性を活かしながら地域の課題
解決に取り組むことで、成果を上げている事例が数多くあります。
　県では、毎年度、そのような連携事例の中から、他の模範となる優れた事例を
ちばコラボ大賞として表彰し、連携・協働の重要性や効果を広く県民に周知しています。
　　　　　　　　　　　　ちばコラボ大賞：https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/index.html

スマートフォン版
　　　　はこちら ▼

コラムちば

新たなスポーツ
　東京2020大会を契機に、アーバンスポーツやユ
ニバーサルスポーツなど、様々なスポーツに注目が
集まりました。
　県では、これらのアーバンスポーツ、ユニバーサ
ルスポーツなどを「新たなスポーツ」と位置づけ、
イベントや体験会の開催などを通じて、県民それぞれ
の年齢や体力、興味関心等に応じた多様なスポーツに
親しむ機会の創出に取り組んでいます。

「新たなスポーツ」について：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
shousupo/new-sports/index.html

外来水生植物の防除

県では、「発酵県ちば」の魅力を国内外に発信するためのロゴマークを
公募により制作しました。発酵食品の原材料として代表的な食材の「麦・
米・大豆」と、本県が発祥である酪農にちなんだ「牛」が、仕込みなどで
使用される「樽」の中にひとつにまとめられたデザインとなっています。
　このロゴマークを活用し、「発酵県ちば」の更なるブランド化を図ります。
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の普及により、従来は廃棄物として扱っていたものを資源として有効利用する動きが広まっています。これ
を踏まえ、県においても、廃棄物の有効利用に必要な廃棄物処理施設の設置に係る手続の迅速化・加速化
を図るとともに、プラスチックごみや食品ロスの削減など、これまでの取組をより一層進めていく必要があ
ります。
産業廃棄物の不法投棄量は、ピーク時（平成11年度（1999年）から大幅に減少したものの、小規模で
ゲリラ的な不法投棄は依然として後を絶たないことから、不法投棄の未然防止に向けて引き続き監視体制
の強化や廃棄物の適正処理を推進するとともに、より効果的に監視を行っていく必要があります。
建設残土は、周辺都県から多く搬入されており、無許可埋立て等の防止に向けて監視体制を強化すると
ともに、許可事業者に対しても、崩落等を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及
び災害の発生の防止に関する条例」（以下「残土条例」という。）の厳格な運用を行うことが必要です。
加えて、再生土についても、崩落等による周辺の生活環境への影響を回避するため、「千葉県再生土の
埋立て等の適正化に関する条例」（以下「再生土条例」という。）に基づき、適正な利用を推進する必要
があります。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（以下「自動車リサイクル法」という。）等各種法令に

違反した行為が行われている、いわゆる不法自動車ヤードについては、近年県内で多発する盗難自動車の
保管・解体、不正輸出の拠点となる実態が見られることから、県民の安全・安心な生活の確保を図るた
め、引き続きその解消に向けた取組が必要です。
また、金属スクラップヤード等については、不適正保管等により、火災発生を含む生活環境保全上の支
障が生じる事案があることから、令和6年（2024年）4月に施行された「千葉県特定再生資源屋外保管
業の規制に関する条例」（以下「金属スクラップヤード等規制条例」という。）による立入検査、指導が
必要です。不適正ヤードへの対応強化等については、国の移行加速化パッケージにおいても組み込まれて
おり、循環経済への移行加速化に資するためにも、不適正な金属スクラップヤード等の一掃に向けて、必要
な指導等を厳正に行っていきます。
これらに加え、地球温暖化や生物多様性の損失など、現在の環境問題は、私たちの日常生活や事業活動
とも密接に関連しており、本県の豊かな環境を将来世代に引き継いでいくためには、環境問題を「自分ご
と」として捉え、多様な主体と連携・協働しながら行動できる人材の育成が必要です。

循環型社会の構築に向けて、廃棄物の発生を削減するとともに、廃棄物になったものについては環境への
負荷の低減に配慮しつつ、できる限り再使用、再生利用及び熱回収といった適正な循環的利用を、県民、事業
者、国、県、市町村等で協力して推進し、循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を実現します。
3Rに努めてもなお発生する廃棄物については、事業者に対し適正な処理の指導を徹底するなどの取組
を推進します。
建設廃棄物の再資源化や縮減に取り組むほか、県営水道及び工業用水道の浄水場で発生する浄水発生
土や、流域下水道終末処理場から発生する汚泥焼却灰について、セメント原料等として再資源化を推進しま
す。加えて、流域下水道終末処理場の処理水を水道水に代わる水資源として、有効利用していきます。
産業廃棄物の不法投棄を根絶するため、24時間・365日の監視体制を強化するとともに、市町村等との

連携による監視や取締りの強化に努めます。
建設残土及び再生土の埋立て等においては、無許可埋立て等の不適正な埋立てや土壌汚染、崩落等の
災害の発生を未然に防止するため、監視や指導の強化に努めます。
また、これまでに把握した自動車部品を保管するヤードの実態を踏まえ、警察と密に連携しながら不法
自動車ヤードの一掃を目指すとともに、金属スクラップヤード等については、事業者への条例内容の周知に
取り組むとともに、違反事例については警察、市町村と連携した指導を徹底します。
環境問題を解決し、持続可能な社会を実現するため、環境学習の充実を図るとともに、様々な課題を自
らの問題として捉え行動する人づくりやネットワークづくりを推進します。

限りある資源を有効に、繰り返し利用する循環型社会の構築に向けて、溶融スラグ※
など各種リサイクル製品の利用促進を図ります。
また、廃棄物を多量に排出する事業者に対しては、発生の削減や再資源化に努める
よう指導を徹底するとともに、リサイクル事例やその際の廃棄物該当性の判断事例を
収集し情報提供を行います。廃棄物処理業者等に対しては、関係団体とも連携しなが
ら、効率的な再資源化の実施や、再資源化の生産性の向上等につながるようなリサイ
クルに関する先進的な技術の普及促進に取り組みます。特にプラスチック資源のリサ
イクルの促進に向けて、新たなリサイクル技術等の各種情報を収集し、事業者、市町村
等に情報提供を行います。
さらに、様々な産業から発生する、家畜排せつ物、食品廃棄物、林地残材※、下水
汚泥等の多様なバイオマスについて、資源として一層の利活用を推進します。そのた
めに必要な廃棄物処理施設の設置等について、国の認定制度の対象となる手続等の
迅速化・簡素化を検討します。

VI－1－②－1 資源循環の基盤となる産業づくり

政
策
分
野
VI-1
脱
炭
素
化
と
循
環
経
済
の
推
進

第  

VI
項
　独
自
の
自
然
・
文
化
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
千
葉
の
創
造

第
3
編
　
実
施
計
画
編

第
1
章
　
重
点
的
な
施
策
・
取
組
　

事業系一般廃棄物の削減促進溶融スラグ等再生資材の利用促進

循環産業の構築に向けた関係団体との連携強化 バイオマスの利活用の推進

廃プラスチックのリサイクル技術等の情報提供 廃棄物処理施設の設置等に係る
手続の迅速化・簡素化



322 323

第
１
編

用
語
解
説

第
２
編

指
標
一
覧

第
３
編

参
考
資
料

の普及により、従来は廃棄物として扱っていたものを資源として有効利用する動きが広まっています。これ
を踏まえ、県においても、廃棄物の有効利用に必要な廃棄物処理施設の設置に係る手続の迅速化・加速化
を図るとともに、プラスチックごみや食品ロスの削減など、これまでの取組をより一層進めていく必要があ
ります。
産業廃棄物の不法投棄量は、ピーク時（平成11年度（1999年）から大幅に減少したものの、小規模で
ゲリラ的な不法投棄は依然として後を絶たないことから、不法投棄の未然防止に向けて引き続き監視体制
の強化や廃棄物の適正処理を推進するとともに、より効果的に監視を行っていく必要があります。
建設残土は、周辺都県から多く搬入されており、無許可埋立て等の防止に向けて監視体制を強化すると
ともに、許可事業者に対しても、崩落等を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及
び災害の発生の防止に関する条例」（以下「残土条例」という。）の厳格な運用を行うことが必要です。
加えて、再生土についても、崩落等による周辺の生活環境への影響を回避するため、「千葉県再生土の
埋立て等の適正化に関する条例」（以下「再生土条例」という。）に基づき、適正な利用を推進する必要
があります。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（以下「自動車リサイクル法」という。）等各種法令に

違反した行為が行われている、いわゆる不法自動車ヤードについては、近年県内で多発する盗難自動車の
保管・解体、不正輸出の拠点となる実態が見られることから、県民の安全・安心な生活の確保を図るた
め、引き続きその解消に向けた取組が必要です。
また、金属スクラップヤード等については、不適正保管等により、火災発生を含む生活環境保全上の支
障が生じる事案があることから、令和6年（2024年）4月に施行された「千葉県特定再生資源屋外保管
業の規制に関する条例」（以下「金属スクラップヤード等規制条例」という。）による立入検査、指導が
必要です。不適正ヤードへの対応強化等については、国の移行加速化パッケージにおいても組み込まれて
おり、循環経済への移行加速化に資するためにも、不適正な金属スクラップヤード等の一掃に向けて、必要
な指導等を厳正に行っていきます。
これらに加え、地球温暖化や生物多様性の損失など、現在の環境問題は、私たちの日常生活や事業活動
とも密接に関連しており、本県の豊かな環境を将来世代に引き継いでいくためには、環境問題を「自分ご
と」として捉え、多様な主体と連携・協働しながら行動できる人材の育成が必要です。

循環型社会の構築に向けて、廃棄物の発生を削減するとともに、廃棄物になったものについては環境への
負荷の低減に配慮しつつ、できる限り再使用、再生利用及び熱回収といった適正な循環的利用を、県民、事業
者、国、県、市町村等で協力して推進し、循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を実現します。
3Rに努めてもなお発生する廃棄物については、事業者に対し適正な処理の指導を徹底するなどの取組
を推進します。
建設廃棄物の再資源化や縮減に取り組むほか、県営水道及び工業用水道の浄水場で発生する浄水発生
土や、流域下水道終末処理場から発生する汚泥焼却灰について、セメント原料等として再資源化を推進しま
す。加えて、流域下水道終末処理場の処理水を水道水に代わる水資源として、有効利用していきます。
産業廃棄物の不法投棄を根絶するため、24時間・365日の監視体制を強化するとともに、市町村等との

連携による監視や取締りの強化に努めます。
建設残土及び再生土の埋立て等においては、無許可埋立て等の不適正な埋立てや土壌汚染、崩落等の
災害の発生を未然に防止するため、監視や指導の強化に努めます。
また、これまでに把握した自動車部品を保管するヤードの実態を踏まえ、警察と密に連携しながら不法
自動車ヤードの一掃を目指すとともに、金属スクラップヤード等については、事業者への条例内容の周知に
取り組むとともに、違反事例については警察、市町村と連携した指導を徹底します。
環境問題を解決し、持続可能な社会を実現するため、環境学習の充実を図るとともに、様々な課題を自
らの問題として捉え行動する人づくりやネットワークづくりを推進します。

限りある資源を有効に、繰り返し利用する循環型社会の構築に向けて、溶融スラグ※
など各種リサイクル製品の利用促進を図ります。
また、廃棄物を多量に排出する事業者に対しては、発生の削減や再資源化に努める
よう指導を徹底するとともに、リサイクル事例やその際の廃棄物該当性の判断事例を
収集し情報提供を行います。廃棄物処理業者等に対しては、関係団体とも連携しなが
ら、効率的な再資源化の実施や、再資源化の生産性の向上等につながるようなリサイ
クルに関する先進的な技術の普及促進に取り組みます。特にプラスチック資源のリサ
イクルの促進に向けて、新たなリサイクル技術等の各種情報を収集し、事業者、市町村
等に情報提供を行います。
さらに、様々な産業から発生する、家畜排せつ物、食品廃棄物、林地残材※、下水
汚泥等の多様なバイオマスについて、資源として一層の利活用を推進します。そのた
めに必要な廃棄物処理施設の設置等について、国の認定制度の対象となる手続等の
迅速化・簡素化を検討します。
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3Ｒの推進に向けて、プラスチックごみや食品ロス削減等を県民・事業者と一体となっ
て実践する「ちばエコスタイル」の取組を推進するため、ごみの発生抑制やリサイクル
に関する普及啓発に取り組みます。なお、食品ロス削減＊については、事業者等と連携
し、買物での「てまえどり」や食事の「食べきり」、食材の「使いきり」など場面に応
じた取組の周知を行います。
また、県民一人ひとりが主体的に3Ｒに取り組んでいけるよう、多様な環境学習の
機会を提供していきます。

産業廃棄物の適正処理に向けて、排出事業者や処理業者に対する指導強
化と意識啓発に取り組むとともに、優良処理業者の育成に努めます。3Rに努
めてもなお発生する産業廃棄物を適正に処理するために、電子マニフェスト※
の普及を促進するなど、適正処理のための体制づくりを進めます。
PCB廃棄物については、処分期間内の適正処分完了のため、保管事業者
への立入検査等による処分指導を徹底します。
建設残土及び再生土の埋立てについては、残土条例及び再生土条例に
基づく許可や届出、報告、検査等により、環境及び構造に係る基準に適合
しているかを確認するとともに、衛星画像を活用した監視パトロールや事
業者への指導を適切に実施します。また、不適正な埋立て事案に対しては、
厳正に対処することにより、適正な埋立てを推進していきます。
海岸漂着物等については、海岸における良好な景観や環境等の保全を
図るため、関係機関と連携・協力し、円滑な回収・処理を行うとともに、
3Rの推進、環境学習や消費者教育、普及啓発等を通じた発生抑制対策を推進します。
市町村の実施する一般廃棄物処理については、その処理が適切かつ円滑に行われるよう、市町村との連
携等に努めるとともに、中長期的に安定的な廃棄物処理体制を構築するため、ごみ処理施設の広域化・集
約化を促進します。
災害時には、大量の廃棄物が発生し、その排出方法や処理方法に混乱が生じるおそれがあることから、
円滑な廃棄物処理が行えるよう、平時から災害による影響を想定し、市町村や関係団体等との連携等を進
めるとともに、初動時の対応力の向上や人材のスキルアップを図ります。
さらに、市町村の災害廃棄物処理計画がより実行性の高いものになるよう必要な支援を行います。

VI－1－②－2 「3R」を推進するための
ライフスタイルづくり

VI－1－②－3 産棄物等の適正処理の推進

ちば食品ロス削減パートナーロゴマーク

ちばプラごみ削減パートナーロゴマーク
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3Rの推進に関する環境学習の機会の提供

ちばエコスタイルの推進

プラスチックごみの削減に向けた取組の推進

食品ロスの削減に向けた取組の推進

コラムちば

固定的な性別役割分担意識・
無意識の思い込みの解消
　多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成のためには、男女のいずれ
もが活躍できる社会の実現が必要です。
　令和6年度（2024年度）に県が実施した調査の結果では、「男は仕事、女
は家庭」という考え方について、「反対」と回答した人の割合は47.3％に留
まり、未だに根強く残る固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（ア
ンコンシャス・バイアス）の解消をすることが課題となっています。

コラムちば

性的マイノリティの相談体制の充実
　性的マイノリティの方々は、周囲の誤解や偏見等によって日常生活で不安や悩みを
抱えることが少なくないため、こうした生きづらさを解消し、暮らしやすい環境を整
えていくことが必要です。
　県では、性的マイノリティに関する専門の窓口を設置しており、相談員が当事者の
方やその御家族等からの相談を電話やＬＩＮＥで受け付け、悩みや不安の解消に向け
た支援を行っています。

コラムちば

多文化共生の推進
　言語・文化・習慣等の違いにか
かわらず、全ての県民が地域社会
の一員として共に生きていく「多
文化共生」社会づくりの必要性が
高まっています。
　県では、外国人の生活上の困り
ごと等に対応する相談窓口を運営するほか、ご
みの捨て方や電車の乗り方等の生活ルールや、
日本で暮らしていく上で必要な各種手続きに関
する情報を多言語及びやさしい日本語で発信す
るなど、多文化共生社会づくりに向けた取組を
行っています。

コラムちば

熱中症対策
（クーリングシェルター及び涼み処）

　令和6年（2024年）4月に改正気候変動適応法が施行され、熱中症特別警戒アラート発表時に、危険
な暑さから避難できる場所として、「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」を市町村が指定し
ています。また、熱中症特別警戒アラートの発表状況によらず、クールシェアや休憩を目的に利用す
ることができる「涼み処」も設置していますので、是非ご利用ください。
　県内のクーリングシェルターや涼み処は、ちば情報マップからご覧いただけます。
【PC版】
https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/PositionSelect?mid=1212

コラムちば

コラムちば

食品ロスの削減
　「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨て
られてしまう食品のことです。千葉県内では年
間約24万トンが食品ロスになっていると推計さ
れています。（令和5年度〔2023年度〕推計）
　県では、購入後すぐに食べる場合に棚の手前
から商品を選ぶ「てまえどり」の呼びかけや
フードドライブの実施、食品ロス削減に取り組
む事業者や団体を登録する「ちば食品ロス削減
パートナー制度」など、県民や事業者と一緒に
食品ロスの削減に取り組んでいます。
ちば食品ロス削減エコスタイル：
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/

　ナガエツルノゲイトウやオオバナミ
ズキンバイなどの外来水生植物は、繁
殖力や再生力が非常に強く、定着する
と駆除が困難であることから、水質・
生態系などへの影響や農業被害などが
懸念されています。
　県では、繁茂状況の調査や水草刈取船を用いた駆除
のほか、最新の分布状況を把握するためのスマート
フォンアプリを使用した県民参加型の分布調査など、
様々な対策を実施しています。

ナガエツルノゲイトウの防除：　　　　　　　　　　
https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/seibutsu/
gairaishu/nagaenoboujyo.html

コラムちば

有害鳥獣対策の担い手確保

コラムちば

ちばの発酵ロゴマーク

　有害鳥獣対策の担い手を幅広く確保するため、千葉県有害鳥獣捕獲協力隊事業とし
て、狩猟免許を取得しているものの、捕獲経験の少ないペーパーハンターを対象に、
捕獲に関する体験を通じ実践的な技術を習得いただくコースや、一定の捕獲経験のあ
る方を対象に、わなの設置や獲物の捕獲等を主体的に行っていただくことを通じ捕獲従事者としての
独り立ちをサポートするコースを実施しています。
　また、県が抱える有害鳥獣の問題に共感いただける方は、支援隊員としてふるさと納税を通じて参
加することも可能です。

コラムちば

二地域居住の促進
　近年、転職や転居を伴わず、複数の生活拠点で自分に合ったライフスタイルを実現する
「二地域居住」への関心が高まっています。
　本県は、東京に隣接しながらも、三方を海に囲まれ、緑豊かな里山があるなど、自然
環境に恵まれており、多様なライフスタイルを実現することができることから、本県の
多様な魅力を戦略的に発信することで、二地域居住の促進に取り組んでいきます。
千葉県移住・二地域居住ポータルサイト「ちばらしい暮らし」     https://life-style.chiba.jp

コラムちば

千葉県誕生150周年記念事業
　明治6年（1873年）の誕生から150年を迎えたことを記念し、千葉県ならではの文
化資源や魅力の発信を通じて、千葉のブランド価値の創出・向上や地域活性化につなげ
るため、令和5年6月から令和6年6月までの1年間で様々な記念事業を実施しました。
　「県誕生から150年を振り返り、続いていく未来に思いを馳せる」をテーマに、記念式典や記念パ
レードなどを実施したほか、県内全市町村で、百年後芸術祭をはじめとした記念イベント等が展開さ
れ、約230万人の方が来場し、経済波及効果は約171億円となりました。　
　記念事業を通じて再認識された千葉の魅力や多様な主体による連携等の財産を未来に
引き継いでいくことで、引き続き千葉ブランドの創出・向上につなげていきます。
千葉県誕生150周年記念事業：https://www.pref.chiba.lg.jp/bunshin/kenminnohi/chiba150th.html

コラムちば

海業の推進
～千葉県海業推進基本構想の策定～

コラムちば

全国豊かな
海づくり大会
　「全国豊かな海づくり大会」は、漁業の振興
と発展を図ることを目的として、昭和56年度
(1981年度)から全国各地で開催されている注目
度の高い国民的行事です。
　本県では、平成4年度（1992年度）に勝浦市
で第12回大会を開催して以来、35年ぶり2回目
の開催となります。
　大会の行事として、功績団体の表彰等を行う
式典行事や稚魚の放流等を行う海上歓迎・放流
行事などが行われます。

　海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、国内外からの多
様なニーズに応えることで、地域のにぎわいや所得と雇用を生
み出す取組を「海業」と言います。
　県では、海業を推進するため、学識経験者や漁業代表者から
なる検討会での協議を踏まえ、県内4地域ごとの特色に合わせて
目指す姿を示した「千葉県海業推進基本構想」を令和7年
（2025年）5月に策定しました。

コラムちば

ちばコラボ大賞
　県内には、福祉や環境、子育て、まちづくり等の様々な分野で、市民活動団体や
企業、学校、地縁団体などが連携して、それぞれの特性を活かしながら地域の課題
解決に取り組むことで、成果を上げている事例が数多くあります。
　県では、毎年度、そのような連携事例の中から、他の模範となる優れた事例を
ちばコラボ大賞として表彰し、連携・協働の重要性や効果を広く県民に周知しています。
　　　　　　　　　　　　ちばコラボ大賞：https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/index.html

スマートフォン版
　　　　はこちら ▼

コラムちば

新たなスポーツ
　東京2020大会を契機に、アーバンスポーツやユ
ニバーサルスポーツなど、様々なスポーツに注目が
集まりました。
　県では、これらのアーバンスポーツ、ユニバーサ
ルスポーツなどを「新たなスポーツ」と位置づけ、
イベントや体験会の開催などを通じて、県民それぞれ
の年齢や体力、興味関心等に応じた多様なスポーツに
親しむ機会の創出に取り組んでいます。

「新たなスポーツ」について：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
shousupo/new-sports/index.html

外来水生植物の防除

県では、「発酵県ちば」の魅力を国内外に発信するためのロゴマークを
公募により制作しました。発酵食品の原材料として代表的な食材の「麦・
米・大豆」と、本県が発祥である酪農にちなんだ「牛」が、仕込みなどで
使用される「樽」の中にひとつにまとめられたデザインとなっています。
　このロゴマークを活用し、「発酵県ちば」の更なるブランド化を図ります。

県外から流入する産業廃棄物の適正処理指導の実施 農業用廃プラスチックの適正処理の推進（再掲）

産業廃棄物排出事業者への適切な指導の実施 残土・再生土の適正な埋立ての推進

産業廃棄物処理業者・施設への適切な指導の実施 衛星画像を活用した不適正埋立ての監視

廃棄物処理法に基づく電子マニフェストの普及促進

PCB廃棄物の適正処理の推進

ごみ処理の広域化、処理施設の集約化

災害廃棄物処理への体制強化

優良な排出事業者・処理業者の育成 海岸漂着物対策の推進
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3Ｒの推進に向けて、プラスチックごみや食品ロス削減等を県民・事業者と一体となっ
て実践する「ちばエコスタイル」の取組を推進するため、ごみの発生抑制やリサイクル
に関する普及啓発に取り組みます。なお、食品ロス削減＊については、事業者等と連携
し、買物での「てまえどり」や食事の「食べきり」、食材の「使いきり」など場面に応
じた取組の周知を行います。
また、県民一人ひとりが主体的に3Ｒに取り組んでいけるよう、多様な環境学習の
機会を提供していきます。

産業廃棄物の適正処理に向けて、排出事業者や処理業者に対する指導強
化と意識啓発に取り組むとともに、優良処理業者の育成に努めます。3Rに努
めてもなお発生する産業廃棄物を適正に処理するために、電子マニフェスト※
の普及を促進するなど、適正処理のための体制づくりを進めます。
PCB廃棄物については、処分期間内の適正処分完了のため、保管事業者
への立入検査等による処分指導を徹底します。
建設残土及び再生土の埋立てについては、残土条例及び再生土条例に
基づく許可や届出、報告、検査等により、環境及び構造に係る基準に適合
しているかを確認するとともに、衛星画像を活用した監視パトロールや事
業者への指導を適切に実施します。また、不適正な埋立て事案に対しては、
厳正に対処することにより、適正な埋立てを推進していきます。
海岸漂着物等については、海岸における良好な景観や環境等の保全を
図るため、関係機関と連携・協力し、円滑な回収・処理を行うとともに、
3Rの推進、環境学習や消費者教育、普及啓発等を通じた発生抑制対策を推進します。
市町村の実施する一般廃棄物処理については、その処理が適切かつ円滑に行われるよう、市町村との連
携等に努めるとともに、中長期的に安定的な廃棄物処理体制を構築するため、ごみ処理施設の広域化・集
約化を促進します。
災害時には、大量の廃棄物が発生し、その排出方法や処理方法に混乱が生じるおそれがあることから、
円滑な廃棄物処理が行えるよう、平時から災害による影響を想定し、市町村や関係団体等との連携等を進
めるとともに、初動時の対応力の向上や人材のスキルアップを図ります。
さらに、市町村の災害廃棄物処理計画がより実行性の高いものになるよう必要な支援を行います。

VI－1－②－2 「3R」を推進するための
ライフスタイルづくり

VI－1－②－3 産棄物等の適正処理の推進

ちば食品ロス削減パートナーロゴマーク

ちばプラごみ削減パートナーロゴマーク
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3Rの推進に関する環境学習の機会の提供

ちばエコスタイルの推進

プラスチックごみの削減に向けた取組の推進

食品ロスの削減に向けた取組の推進

コラムちば

固定的な性別役割分担意識・
無意識の思い込みの解消
　多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成のためには、男女のいずれ
もが活躍できる社会の実現が必要です。
　令和6年度（2024年度）に県が実施した調査の結果では、「男は仕事、女
は家庭」という考え方について、「反対」と回答した人の割合は47.3％に留
まり、未だに根強く残る固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（ア
ンコンシャス・バイアス）の解消をすることが課題となっています。

コラムちば

性的マイノリティの相談体制の充実
　性的マイノリティの方々は、周囲の誤解や偏見等によって日常生活で不安や悩みを
抱えることが少なくないため、こうした生きづらさを解消し、暮らしやすい環境を整
えていくことが必要です。
　県では、性的マイノリティに関する専門の窓口を設置しており、相談員が当事者の
方やその御家族等からの相談を電話やＬＩＮＥで受け付け、悩みや不安の解消に向け
た支援を行っています。

コラムちば

多文化共生の推進
　言語・文化・習慣等の違いにか
かわらず、全ての県民が地域社会
の一員として共に生きていく「多
文化共生」社会づくりの必要性が
高まっています。
　県では、外国人の生活上の困り
ごと等に対応する相談窓口を運営するほか、ご
みの捨て方や電車の乗り方等の生活ルールや、
日本で暮らしていく上で必要な各種手続きに関
する情報を多言語及びやさしい日本語で発信す
るなど、多文化共生社会づくりに向けた取組を
行っています。

コラムちば

熱中症対策
（クーリングシェルター及び涼み処）

　令和6年（2024年）4月に改正気候変動適応法が施行され、熱中症特別警戒アラート発表時に、危険
な暑さから避難できる場所として、「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」を市町村が指定し
ています。また、熱中症特別警戒アラートの発表状況によらず、クールシェアや休憩を目的に利用す
ることができる「涼み処」も設置していますので、是非ご利用ください。
　県内のクーリングシェルターや涼み処は、ちば情報マップからご覧いただけます。
【PC版】
https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/PositionSelect?mid=1212

コラムちば

コラムちば

食品ロスの削減
　「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨て
られてしまう食品のことです。千葉県内では年
間約24万トンが食品ロスになっていると推計さ
れています。（令和5年度〔2023年度〕推計）
　県では、購入後すぐに食べる場合に棚の手前
から商品を選ぶ「てまえどり」の呼びかけや
フードドライブの実施、食品ロス削減に取り組
む事業者や団体を登録する「ちば食品ロス削減
パートナー制度」など、県民や事業者と一緒に
食品ロスの削減に取り組んでいます。
ちば食品ロス削減エコスタイル：
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/

　ナガエツルノゲイトウやオオバナミ
ズキンバイなどの外来水生植物は、繁
殖力や再生力が非常に強く、定着する
と駆除が困難であることから、水質・
生態系などへの影響や農業被害などが
懸念されています。
　県では、繁茂状況の調査や水草刈取船を用いた駆除
のほか、最新の分布状況を把握するためのスマート
フォンアプリを使用した県民参加型の分布調査など、
様々な対策を実施しています。

ナガエツルノゲイトウの防除：　　　　　　　　　　
https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/seibutsu/
gairaishu/nagaenoboujyo.html

コラムちば

有害鳥獣対策の担い手確保

コラムちば

ちばの発酵ロゴマーク

　有害鳥獣対策の担い手を幅広く確保するため、千葉県有害鳥獣捕獲協力隊事業とし
て、狩猟免許を取得しているものの、捕獲経験の少ないペーパーハンターを対象に、
捕獲に関する体験を通じ実践的な技術を習得いただくコースや、一定の捕獲経験のあ
る方を対象に、わなの設置や獲物の捕獲等を主体的に行っていただくことを通じ捕獲従事者としての
独り立ちをサポートするコースを実施しています。
　また、県が抱える有害鳥獣の問題に共感いただける方は、支援隊員としてふるさと納税を通じて参
加することも可能です。

コラムちば

二地域居住の促進
　近年、転職や転居を伴わず、複数の生活拠点で自分に合ったライフスタイルを実現する
「二地域居住」への関心が高まっています。
　本県は、東京に隣接しながらも、三方を海に囲まれ、緑豊かな里山があるなど、自然
環境に恵まれており、多様なライフスタイルを実現することができることから、本県の
多様な魅力を戦略的に発信することで、二地域居住の促進に取り組んでいきます。
千葉県移住・二地域居住ポータルサイト「ちばらしい暮らし」     https://life-style.chiba.jp

コラムちば

千葉県誕生150周年記念事業
　明治6年（1873年）の誕生から150年を迎えたことを記念し、千葉県ならではの文
化資源や魅力の発信を通じて、千葉のブランド価値の創出・向上や地域活性化につなげ
るため、令和5年6月から令和6年6月までの1年間で様々な記念事業を実施しました。
　「県誕生から150年を振り返り、続いていく未来に思いを馳せる」をテーマに、記念式典や記念パ
レードなどを実施したほか、県内全市町村で、百年後芸術祭をはじめとした記念イベント等が展開さ
れ、約230万人の方が来場し、経済波及効果は約171億円となりました。　
　記念事業を通じて再認識された千葉の魅力や多様な主体による連携等の財産を未来に
引き継いでいくことで、引き続き千葉ブランドの創出・向上につなげていきます。
千葉県誕生150周年記念事業：https://www.pref.chiba.lg.jp/bunshin/kenminnohi/chiba150th.html

コラムちば

海業の推進
～千葉県海業推進基本構想の策定～

コラムちば

全国豊かな
海づくり大会
　「全国豊かな海づくり大会」は、漁業の振興
と発展を図ることを目的として、昭和56年度
(1981年度)から全国各地で開催されている注目
度の高い国民的行事です。
　本県では、平成4年度（1992年度）に勝浦市
で第12回大会を開催して以来、35年ぶり2回目
の開催となります。
　大会の行事として、功績団体の表彰等を行う
式典行事や稚魚の放流等を行う海上歓迎・放流
行事などが行われます。

　海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、国内外からの多
様なニーズに応えることで、地域のにぎわいや所得と雇用を生
み出す取組を「海業」と言います。
　県では、海業を推進するため、学識経験者や漁業代表者から
なる検討会での協議を踏まえ、県内4地域ごとの特色に合わせて
目指す姿を示した「千葉県海業推進基本構想」を令和7年
（2025年）5月に策定しました。

コラムちば

ちばコラボ大賞
　県内には、福祉や環境、子育て、まちづくり等の様々な分野で、市民活動団体や
企業、学校、地縁団体などが連携して、それぞれの特性を活かしながら地域の課題
解決に取り組むことで、成果を上げている事例が数多くあります。
　県では、毎年度、そのような連携事例の中から、他の模範となる優れた事例を
ちばコラボ大賞として表彰し、連携・協働の重要性や効果を広く県民に周知しています。
　　　　　　　　　　　　ちばコラボ大賞：https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/index.html

スマートフォン版
　　　　はこちら ▼

コラムちば

新たなスポーツ
　東京2020大会を契機に、アーバンスポーツやユ
ニバーサルスポーツなど、様々なスポーツに注目が
集まりました。
　県では、これらのアーバンスポーツ、ユニバーサ
ルスポーツなどを「新たなスポーツ」と位置づけ、
イベントや体験会の開催などを通じて、県民それぞれ
の年齢や体力、興味関心等に応じた多様なスポーツに
親しむ機会の創出に取り組んでいます。

「新たなスポーツ」について：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
shousupo/new-sports/index.html

外来水生植物の防除

県では、「発酵県ちば」の魅力を国内外に発信するためのロゴマークを
公募により制作しました。発酵食品の原材料として代表的な食材の「麦・
米・大豆」と、本県が発祥である酪農にちなんだ「牛」が、仕込みなどで
使用される「樽」の中にひとつにまとめられたデザインとなっています。
　このロゴマークを活用し、「発酵県ちば」の更なるブランド化を図ります。

県外から流入する産業廃棄物の適正処理指導の実施 農業用廃プラスチックの適正処理の推進（再掲）

産業廃棄物排出事業者への適切な指導の実施 残土・再生土の適正な埋立ての推進

産業廃棄物処理業者・施設への適切な指導の実施 衛星画像を活用した不適正埋立ての監視

廃棄物処理法に基づく電子マニフェストの普及促進

PCB廃棄物の適正処理の推進

ごみ処理の広域化、処理施設の集約化

災害廃棄物処理への体制強化

優良な排出事業者・処理業者の育成 海岸漂着物対策の推進
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VI－1－②－4 不適正なヤードの一掃

産業廃棄物処理業者への立入検査の様子

衛星画像を活用して抽出された計画外の地形改変箇所
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高積みなど不適正な保管による崩落の危険や騒音等が発生している金属スクラッ
プヤード等から県民の生活環境を守るため、全国の都道府県に先駆けて令和6年
（2024年）4月に施行した金属スクラップヤード等規制条例に基づき、事業者に対
する条例の周知や、義務履行の指導を徹底します。
また、金属スクラップヤード等のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
（以下「廃棄物処理法」という。）で規定される有害使用済機器※の保管等事業場
については、同法に基づき立入検査等により適正な保管等を指導します。
さらに、自動車リサイクル法など各種法令に違反した行為が行われている、いわゆ
る不法自動車ヤードの解消を図ります。不法自動車ヤードには、盗難自動車の保管・
解体のほか不正輸出の拠点、不法滞在外国人等の稼働が見られることから、警察等関
係機関と連携して自動車ヤードに立入り、「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等
の適正化に関する条例」の義務履行の徹底を図ります。

自動車ヤードの状況

金属スクラップヤード等の状況

自動車ヤード条例に基づく義務履行の指導・徹底

金属スクラップヤード等規制条例に基づく
義務履行の指導・徹底

有害使用済機器の適正処理指導の実施

不法滞在外国人等への対応（再掲）

警察等関係機関と連携した
自動車ヤードへの立入りの実施
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VI－1－②－4 不適正なヤードの一掃
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衛星画像を活用して抽出された計画外の地形改変箇所
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高積みなど不適正な保管による崩落の危険や騒音等が発生している金属スクラッ
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（以下「廃棄物処理法」という。）で規定される有害使用済機器※の保管等事業場
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さらに、自動車リサイクル法など各種法令に違反した行為が行われている、いわゆ
る不法自動車ヤードの解消を図ります。不法自動車ヤードには、盗難自動車の保管・
解体のほか不正輸出の拠点、不法滞在外国人等の稼働が見られることから、警察等関
係機関と連携して自動車ヤードに立入り、「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等
の適正化に関する条例」の義務履行の徹底を図ります。

自動車ヤードの状況

金属スクラップヤード等の状況

自動車ヤード条例に基づく義務履行の指導・徹底

金属スクラップヤード等規制条例に基づく
義務履行の指導・徹底

有害使用済機器の適正処理指導の実施

不法滞在外国人等への対応（再掲）

警察等関係機関と連携した
自動車ヤードへの立入りの実施
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建設工事に伴い発生するアスファルト・コンクリート塊やコンクリート塊などの建設
廃棄物の再資源化や縮減に取り組みます。
また、県営水道及び工業用水道の浄水処理の工程で発生する浄水発生土について
は、放射性物質に係る国の基準や測定結果等及び有機フッ素化合物のＰＦＯＳ及び
P FOAを含む廃棄物に係る国の考え方を踏まえながら、セメント原料等として再資源
化を適切に推進します。
さらに、流域下水道の終末処理場から発生する汚泥焼却灰についても、セメントや
軽量骨材の副原料等として、再資源化を推進します。
加えて、下水処理水をトイレ用水や公園等の散水、修景用水等として利用するなど、
再生水として有効利用に努めます。

VI－1－②－6 再資源化に向けた取組の推進

不適正に処理された廃棄物の測量状況
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近年、大規模な不法投棄は減少しましたが、小規模でゲリラ的な不法投
棄はいまだに後を絶ちません。不法投棄の早期発見・未然防止のため、県
内全域を対象とした24時間・365日対応の監視パトロールやデジタル技
術の活用などにより監視体制を強化するとともに、市町村等との連携を通
じてきめ細かい監視を実施します。
また、廃棄物処理法に違反し、産業廃棄物の不適正処理を行う悪質な
事業者に対しては、許可の取消しや積極的な取締りを推進します。
さらに、残存している過去の不法投棄箇所については、引き続き、行為
者等に対して廃棄物の撤去指導を行うとともに、住民の生活環境への支
障が懸念される大規模な不法投棄箇所については、定期的に水質等の環
境調査を行います。

VI－1－②－5 産業廃棄物の不法投棄の
根絶に向けた監視・取締り
の強化

不適正処理箇所における被害の拡大防止

監視体制の強化

市町村等との連携による監視の強化

大規模不法投棄箇所の定期的な環境調査

法令等違反に対する指導・取締りの推進 下水処理水の有効利用の推進

建設廃棄物の再資源化や縮減の推進

県営水道・工業用水道浄水発生土の
再資源化の推進

下水汚泥焼却灰の再資源化の推進
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さらに、残存している過去の不法投棄箇所については、引き続き、行為
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障が懸念される大規模な不法投棄箇所については、定期的に水質等の環
境調査を行います。

VI－1－②－5 産業廃棄物の不法投棄の
根絶に向けた監視・取締り
の強化

不適正処理箇所における被害の拡大防止

監視体制の強化

市町村等との連携による監視の強化
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持続可能な社会の構築に向け、環境問題を「自分ごと」として捉え、多様な主体と
連携・協働し、問題解決に向けて行動する人づくりを進めていきます。
具体的には、家庭・学校・職場・地域などあらゆる場において環境学習等を実践す
る指導者等の育成・活用に取り組むとともに、若者やこどもたち等、次代を担う人材の
育成を進めます。
また、こどもから大人まで幅広い世代の環境への関心を高め、具体的な行動へと結び
付けられるよう、本県の自然・産業・文化等の地域資源を生かした体験活動を促進する
とともに、学校や地域等様々な場における環境学習等の機会の充実を図ります。
さらに、継続的かつ安定的な環境保全活動や、協働による環境保全の取組を通じた
地域づくりを推進するため、「ちば環境再生基金」の活用を促進します。

VI－1－②－7 環境学習等の推進

木育イベント

「エコメッセちば」会場

「ちば環境再生基金」の活用による
環境保全活動の支援

多様な主体との連携・協働による
環境学習等の推進

環境学習等を担う人材の育成と活用

環境学習等への参加の場と機会の提供

本県の恵み豊かな自然を未来に引き継ぐため、里山や里海、里沼の保全を進めるとともに、人と自然の
ふれあいの場の創出に取り組みます。
絶滅のおそれのある野生生物の保護・回復を進めるとともに、特定外来生物※の防除による在来種の生
息の確保を図ります。
また、農林水産業に被害を及ぼす有害鳥獣への対策に当たっては、地域ぐるみによる被害防止対策を進
めるとともに、狩猟の担い手の確保・育成に取り組みます。

本県は、緑豊かな房総丘陵、九十九里浜をはじめとした美しい海岸線、東京湾に残された貴重な干潟・
浅海域、様々な野生生物が生息・生育する里山・里海など豊かで多様な自然に恵まれ、生活の基盤とし
て、また憩いの場や自然体験・学習の場として、県民のみならず、本県を訪れる多くの人たちに潤いと豊か
さを与えている一方、首都圏に位置し、経済活動も活発に行われています。
本県の大気・水環境は、改善傾向にあるものの、光化学スモッグ注意報の令和6年度（2024年度）ま
での10年間の平均発令日数は、8.7日と依然多い状況にあり、令和5年度（2023年度）の水質の環境基
準達成率※も68.2%と全国の89.1%を下回っているほか、印旛沼及び手賀沼とその流域河川では、外来水
生植物が急速に繁茂し、水質・生態系などへの影響や、農業・漁業被害などが懸念されています。
また、地盤沈下については、全体的には沈静化の傾向にあるものの、九十九里地域など一部の地域に

　政策分野 VI-2　環境の保全と豊かな自然との共生

本県の豊かな自然環境を保全し、人と自然との共生を図るとともに、
県内外の人々がその豊かな自然と触れ合える機会や場を確保します。

良好な大気環境や騒音の少ないくらしの確保と、
水・土壌・地盤環境の保全を図ります。

豊かな自然環境と大気・水環境の保全
   VI－2－ ①
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